
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

物
価
高
騰
対
策
と
し
て
配
付
す
る

「
バ
ニ
ラ
Ｖ
ｉ
ｓ
ａ
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
」

を
、
世
帯
主
宛
に
簡
易
書
留
で
送
付

し
ま
す
。
原
則
、
手
渡
し
で
の
受
取

で
す
。
受
取
に
は
サ
イ
ン
か
印
鑑
が

必
要
で
す
。
不
在
票
が
入
っ
て
い
た

場
合
、
翌
日
よ
り
再
配
達
や
あ
き
る

野
郵
便
局
の
窓
口
で
受
取
が
可
能
で

す
。

※
バ
ニ
ラ
Ｖ
ｉ
ｓ
ａ
ギ
フ
ト
カ
ー
ド

の
配
付
に
関
し
て
、
市
役
所
や
郵

便
局
が
金
銭
等
を
要
求
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
詐
欺
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▽
送
付
時
期　

４
月
下
旬
〜
５
月
下

旬
予
定

▽
問
合
せ　

あ
き
る
野
市
物
価
高
騰

対
策
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
[
☎
０
５
０
・
３
８
１
８
・

７
８
７
８　

６
月
15
日
㈪
ま
で　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

(
土
曜
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
)]

▽
担
当
課　

商
工
振
興
課
商
工
振
興

係

　

大
学
や
専
修
学
校
に
在
学
中
の
20

歳
以
上
の
学
生
(
本
人
の
前
年
所
得

が
基
準
額
以
下
の
方
に
限
り
ま
す
)

は
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
在
学
期
間
の
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
を

期
限
(
翌
月
末
)
ま
で
に
納
付
し
な

い
と
、
不
慮
の
事
故
な
ど
で
障
が
い

の
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
障
害
基
礎

年
金
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
納
付
が
困
難
な
方
は
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
学
生
納
付
特
例
期
間
の
保
険
料

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と

か
ら
納
付
(
追
納
)
で
き
ま
す

　

(
追
納
時
期
で
当
時
の
保
険
料
に

加
算
額
が
つ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
)。

※
卒
業
し
た
方
で
、
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
「
免
除
・
納

付
猶
予
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▽
申
請
方
法　

「
国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
申
請
書
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

▽
持
ち
物　

学
生
証
か
在
学
証
明

　

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
は
、
２
年
ご
と
に
行
う
見
直
し
に

よ
り
、
令
和
８
・
９
年
度
の
保
険
料

率
な
ど
を
決
定
し
ま
し
た
(
表
１
の

と
お
り
)。

　

今
年
度
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
金
分
が
創
設
さ
れ
、
子
ど
も
や
子

育
て
世
代
を
全
世
代
・
全
経
済
主
体

が
支
え
る
新
し
い
仕
組
み
と
し
て
、

医
療
保
険
と
合
わ
せ
て
負
担
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

▽
そ
の
他　

詳
し
く
は
、
７
月
中
旬

に
送
付
す
る
令
和
８
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知

書
・
納
入
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ

シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

◦
制
度
に
つ
い
て
…
広
域
連
合
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
[
☎
０
５
７
０
・

０
８
６
・
５
１
９
、
☎
03
・
３
２

２
２
・
４
４
９
６
(
Ｉ
Ｐ
電
話
)]

◦
個
別
の
相
談
に
つ
い
て
…
保
険
年

金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係
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表１　令和８・９年度　保険料など

均等割額 所得割率
年間保険料

限度額

医療分 53,300円 9.88％ 85万円

子ども・子育て支援金分 1,300円 0.26％ 2万1千円

※１　令和９年度の子ども・子育て支援金分については変更となる可能性

があります。

※２　所得の低い方に対して実施している均等割額の軽減について、令和

８・９年度は医療分に限り、７割軽減の区分に該当する方の軽減割合

が「７．２割」となります。

書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
(
お

持
ち
で
な
い
方
は
、
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
)

継
続
利
用
の
方
は�
�

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

　

令
和
８
年
３
月
ま
で
の
申
請
分
が

承
認
さ
れ
た
方
で
、
４
月
以
降
も
在

学
予
定
の
方
に
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
手
続
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

案
内
が
届
い
た
方
で
、
継
続
申
請
す

る
場
合
は
、
申
請
書
(
は
が
き
)
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

※
在
学
す
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ

る
方
は
、
申
請
書
(
は
が
き
)
で

は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

▽
申
請
・
問
合
せ　

保
険
年
金
課
年

金
係
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
(
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
０

０
４
)

　

固
定
資
産
税
は
、１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
土
地
、
家
屋
、
事
業
用
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
課
税
内
容
を
記
載
し
た
納

税
通
知
書
(
課
税
明
細
書
)
を
５
月

に
発
送
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
国
の
施
策
に
伴
い
、

納
税
通
知
書
(
課
税
明
細
書
)
の
様

式
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
課
税
明

細
書
の
見
方
は
、
同
封
の
「
土
地
と

家
屋
の
こ
と
し
の
税
金
」
か
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
非
課
税
物
件
は
、
明
細
に
記
載
さ

れ
ま
せ
ん
。

※
免
税
点
未
満
の
場
合
に
は
、
納
税

通
知
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
課
税
明
細
書
は
、
確
定
申
告
な
ど

に
利
用
で
き
ま
す
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

課
税
課
固
定
資
産
税
係

　

防
犯
意
識
の
高
揚
と
安
全
で
安
心

な
暮
ら
し
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
、

強
盗
な
ど
に
よ
る
侵
入
盗
被
害
防
止

に
向
け
て
防
犯
機
器
等
を
設
置
す
る

市
民
に
対
し
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

▽
申
込
期
限　

令
和
９
年
２
月
26
日

㈮
ま
で

※
予
算
の
範
囲
内

※
購
入
日
が
令
和
８
年
４
月
１
日
以

降
で
あ
れ
ば
補
助
対
象

※
申
請
は
、
令
和
７
年
度
も
含
め
１

世
帯
当
た
り
１
回
限
り
申
請
可
能

で
す
。

▽
補
助
額　

防
犯
機
器
等
購
入
費
及

び
購
入
品
の
設
置
費
等
の
総
額
の

２
分
の
１
の
額
(
千
円
未
満
切
り

捨
て
)
で
、
１
世
帯
当
た
り
上
限

１
万
円
。

※
ポ
イ
ン
ト
利
用
の
場
合
は
、
割
引

と
同
様
と
し
て
補
助
対
象
金
額
に

は
含
め
ま
せ
ん
。

▽
補
助
対
象
等
に
つ
い
て　

表
２
の

と
お
り

▽
申
請
に
つ
い
て

◦
申
請
は
、
令
和
７
年
度
以
降
に
都

内
の
自
治
体
で
同
様
の
補
助
金
を

受
け
て
い
な
い
方

◦
補
助
は
、
１
世
帯
に
つ
き
１
回
(
１

回
の
申
請
で
複
数
品
目
の
申
請
可
)

◦
申
請
者
は
、
世
帯
主
か
こ
れ
に
準

ず
る
方
(
管
理
者
な
ど
居
住
者
以

外
の
申
請
は
不
可
)

◦
店
舗
兼
住
居
の
方
は
、
設
置
場
所

が
店
舗
等
で
は
な
く
、
住
居
使
用

し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
こ
と 

◦
共
同
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
は
、

管
理
者
等
の
同
意
を
得
る
こ
と

◦
賃
貸
物
件
に
お
住
ま
い
の
方
は
、

賃
貸
物
件
の
所
有
者
や
管
理
者
等

の
同
意
を
得
る
こ
と

◦
設
置
費
用
を
申
請
す
る
方
は
、
専

門
業
者
が
設
置
し
て
い
る
こ
と

◦
防
犯
カ
メ
ラ
な
ど
カ
メ
ラ
機
能
が

あ
る
機
器
を
設
置
す
る
と
き
は
、

次
の
事
項
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

＊
設
置
場
所
と
撮
影
範
囲
は
、
申
請

者
の
管
理
の
及
ぶ
範
囲
(
敷
地
)

内
で
あ
る
こ
と

＊
や
む
を
得
ず
撮
影
範
囲
が
敷
地
外

の
場
合
は
、
該
当
す
る
住
宅
等
の

使
用
者
に
同
意
を
得
る
こ
と

＊
画
像
デ
ー
タ
は
、
近
隣
住
民
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
万
全
を
期
す

な
ど
適
正
に
管
理
す
る
こ
と

▽
申
込
み
方
法　

申
請
書
、
誓
約
書
、

請
求
書
、
必
要
書
類
等
を
添
え
て
、

窓
口
(
市
役
所
)
か
郵
送
(
必
着
)

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
必
要
書
類

◦
申
請
書

◦
領
収
書
原
本
…
令
和
８
年
４
月
１

日
以
降
の
領
収
日
、
申
請
者
名
、

購
入
店
名
、
購
入
品
目
と
金
額
の

記
載
が
あ
る
こ
と

◦
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し

(
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
(
表
面
の
み
)
等
)

◦
誓
約
書
(
申
請
者
署
名
)

◦
請
求
書
(
申
請
者
名
)

◦
金
融
機
関
の
通
帳
等
の
写
し
(
申

請
者
名
義
)

※
領
収
書
の
発
行
の
有
無
を
確
認
の

上
、
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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※
申
請
書
、
誓
約
書
、
請
求
書
は
、

窓
口
に
配
置
し
て
い
ま
す
(
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
)。

▽
問
合
せ　

地
域
防
災
課
地
域
安
全

係

表２　補助対象等

補助対象 補助対象外

・侵入盗被害防止に有用な防犯

機器等で新たに購入するもの

・上記に係わる専門業者が行う

設置費（設置の際に発生する

交換も含む）

・対象品　防犯カメラ（屋外設

置に限る）※、カメラ付イン

ターフォン、防犯フィルム※、

面格子、人感センサーライト、

人感センサーアラーム、鍵（補

助鍵等）、サムターンカバー（内

鍵カバー）、ロックカバー（鍵

穴カバー）、防犯砂利※、ダミー

カメラ、雨戸、シャッター、ガー

ドプレート、ガラス破壊セン

サー、カム送り防止具、防犯

ガラス※

・機器購入に係る配送料

・既存機器等の撤去費、移設費、

リサイクル料、廃棄手数料

・リース料、警備委託料、通信費、

電気代

・譲受品、個人間での購入品（フ

リマアプリを含む）

・防犯ブザーなどの携行品や道

具類

・専門業者以外が行った設置や

交換の施工費用

・領収書が発行されない購入

・申請者の住居に設置されない

機器等

・その他左記に記載が無い防犯

機器等

※商品説明等に「防犯」等の記載があるものに限る。

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹� 令和８年（2026年）４月15日 （2）
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